
期間

4月1日
以降

提出

（１号様式）

通知

提出

（７号様式）

翌年
3月15日

まで

提出

（８号様式）

通知

提出

（10号様式）

作成：令和８年４月１日
都市デザイン部　都市三課

■老朽建築物等除却補助金交付申請フロー

●『建設リサイクル法』・『解体工事における事前周知』・『特定建設実施届出』など、
　その他関係法令規定等を遵守すること。

除却の検討

除却工事者への
対応

除却工事の見積

寝屋川市 申請者 除却工事者

　交付申請書

受理

除却工事着手

除却工事完了

支払実績報告

各種必要な届出
提出

除却工事契約

着手届

契約締結

事前相談

交付決定

通知書受領

受領

受理・審査

補助金確定

受理・審査

●「建設業法第３条第１項」の許可を受けている者又は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
　 第21条第１条」の登録を受けた者と契約するしなければならないため、
　 許可又は登録されていない業者と解体に関する契約を行うと対象外になります。

　請求書作成受理・審査

支払決定 補助金入金

交付決定後に契約

翌年３月15日まで

又は

※年度を跨ぐ場合は、

補助金を

交付できません。

交付決定日から30

日以内に提出
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重要


